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特定外来生物の駆除にご協力を

　特定外来生物とは、ほかの地域から持ち込まれた

外来生物のうち、旺盛な繁殖力で生態系や自然環

境、農作物に影響を与える生物のことです。栽培や

生きたままの運搬、譲渡などが原則禁止されていま

す。ご自宅の庭などで見掛けたら、下記の駆除ポイ

ントを参考に、駆除にご協力ください。駆除したあ

とは、生息していた場所に置き、枯れるのを待って

から燃やせるごみとして処理しましょう。駆除は、

再生しなくなるまで数年間続けてください。

【問い合わせ】

 本館生活環境課（☎41-3545）

◆アレチウリ　

　５月ごろから芽生え、花は８

月下旬から咲き始めます。９月

下旬には種子をつけます。

☝駆除のポイント

◦種子を付ける前に抜き取る

◦�１年に数回抜き取る（６月中
旬、７月下旬、９月上旬など）

◆オオキンケイギク　

　５月～７月ごろに黄色い目立

つ花を咲かせます。

☝駆除のポイント

◦�丁寧に抜き取る。広範囲に生

息している場合は地上部を刈

り取る

◆オオハンゴンソウ

　７月～９月ごろにかけて黄色

い花を咲かせます。

☝駆除のポイント

◦�丁寧に抜き取る（結実前に根

を引き抜くのが有効）

 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◉
応
募
資
格

　
次
の
①
～
⑥
を
全
て
満
た
す
団
体

①�

市
内
を
拠
点
と
し
て
新
た
に
活
動
を
開

始
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と

※�

既
存
の
団
体
が
新
た
に
活
動
を
始
め
る

場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す

②�

団
体
お
よ
び
そ
の
代
表
者
の
存
在
が
明

ら
か
で
、
か
つ
、
代
表
者
が
市
内
に
住

所
を
有
し
て
い
る
こ
と

③�

団
体
の
構
成
員
が
５
人
以
上
で
、
そ
の

う
ち
５
分
の
３
以
上
が
市
内
に
住
所
を

　
有
す
る
65
歳
以
上
の
人
で
あ
る
こ
と

�

④
継
続
的
に
活
動
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と

⑤�

政
治
活
動
や
宗
教
活
動
を
主
な
目
的
と

し
て
い
な
い
団
体
で
あ
る
こ
と

⑥�

暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
な
ど
の
統
制
下

に
あ
る
団
体
で
な
い
こ
と

◉
補
助
対
象

　
営
利
を
目
的
と
し
な
い
、
地
域
社
会
の

課
題
解
決
・
地
域
貢
献
活
動

◉
補
助
対
象
経
費

　
▼
事
務
所
開
設
に
係
る
経
費（
工
事
費

な
ど
）▼
初
年
度
備
品
費（
活
動
実
施
に
不

可
欠
な
備
品
な
ど
）▼
研
修
費
・
謝
礼
な
ど

◉
補
助
額

　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
（
上
限

50
万
円
）

◉
補
助
団
体
数

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】

 

新
館
長
寿
福
祉
課（
☎
41-

３
５
７
６
）

　
市
で
は
、
高
齢
者
が「
生
き
が
い
」を
得

ら
れ
る
就
労
活
動
を
新
た
に
始
め
る
団
体

に
対
し
、
初
期
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。  

高
齢
者
の
生
き
が
い
就
労
活
動
を
支
援
し
ま
す
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情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
で
は
、
市
政
へ
の
信
頼
性
と
透
明

性
を
高
め
る
た
め
、
市
政
に
関
す
る
情

報
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
が

保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
を
適
正
に
取

り
扱
う
と
と
も
に
、
皆
さ
ん
の
自
分
に

関
す
る
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
な
ど
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

■
情
報
公
開
制
度
と
は

　

　
市
民
の
知
る
権
利
を
尊
重
し
、
請
求

に
応
じ
て
市
の
職
員
が
職
務
の
た
め
に

作
成
ま
た
は
取
得
し
た
文
書
や
図
面
な

ど
の
行
政
文
書
を
開
示
す
る
制
度
で

す
。
行
政
文
書
の
開
示
請
求
は
、
誰
で

も
で
き
ま
す
。

■
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　

　生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
、

そ
の
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
や
生
年
月

日
な
ど
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
「
個
人
情

報
」
と
言
い
ま
す
。
同
制
度
は
、
個
人

の
権
利
利
益
を
保
護
し
、
市
が
保
有
す

る
個
人
情
報
の
開
示
や
訂
正
、
利
用
停

止
を
請
求
で
き
る
制
度
で
す
。
原
則
、

本
人
の
み
が
請
求
で
き
ま
す
。

■
開
示
請
求
か
ら
開
示
ま
で
の
流
れ

　
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
行

政
文
書
や
個
人
情
報
を
開
示
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
請
求
さ
れ
た
内
容
は
全
て

開
示
し
ま
す
が
、
公
益
を
損
な
う
も
の

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
や
、
請
求
者
・

第
三
者
の
権
利
・
利
益
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
情
報
な
ど
は
、
開
示
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼

▼

請求者
開示請求書に必要事項を記入し、開示を請求します

【請求窓口】 本館総務課

市
開示請求書を受理した日から起算して15日以内に開
示・非開示を決定し、請求者に通知します

請求者

①請求した文書などを所定の場所で閲覧できます
② 請求した文書などの写しの交付を受けることがで

きます
※�写しの交付にかかる費用（コピー代・郵送料など）

は、請求者の負担となります

◉個人情報の訂正請求や利用停止請求の場合の流れも同様です

■令和５年度　開示請求などの状況

行政文書の開示請求件数および決定状況

請求先 請求件数

内訳

決定状況

全部開示 部分開示 非開示 不存在

市長 202件 91件 111件 １件 ４件

教育委員会 10件 10件

消防 ２件 ２件

議会 ２件 ２件

計 216件 105件 111件 １件 ４件

個人情報の開示請求件数および決定状況

請求内容 請求件数 決定状況

個人情報の開示 14件

全部開示　７件
部分開示　５件
非開示　　１件
処理中　　２件

※���１件の開示請求に複数の案件

が記載されている場合がある

ため、請求件数と決定状況は

一致しません

【
問
い
合
わ
せ
】

 

本
館
総
務
課

 

（
☎
41-

３
５
０
６
）

　個人情報保護法が施行されてから、個人情報は大切なものだという認識が高まっています。一方で、

個人情報保護を理由に、必要となる個人情報までもが提供されなくなったり、各種名簿の作成が中止さ

れたりするなど、過剰反応といわれる状況が一部で見受けられます。

☜

個人情報保護法の趣旨は

　個人情報保護法は、個人情報を適正に取り扱うため定められているルールです。

　これに従い、あらかじめ本人の同意を得ることで、クラス名簿や自治会名簿などを作成・配布するこ

とができます。また、災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の

同意を得なくても情報提供できる場合があります。

「個人情報であれば何でも保護」は誤解です

＊
生
き
が
い
就
労
活
動
と
は

　
高
齢
者
が
社
会
参
加
す
る
こ
と

に
よ
り
生
き
が
い
を
見
い
だ
す
こ
と

で
、
健
康
維
持
や
介
護
予

防
に
つ
な
が
る
活
動
の
こ

と
で
す
。

例
…
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
の
開
設
、
高
齢
者
の
外

出
支
援
、
配
食
サ
ー
ビ
ス

　
１
団
体
程
度

◉
申
請
期
間

　
６
月
18
日

（火）
～
７
月
11
日

（木）

▽悪影響を及ぼすおそれのある外来種を

「入れない」

▽飼養・栽培している外来種を適切に管

理し「捨てない」

▽すでに野外にいる外来種をほかの地域

に「拡げない」

外来種被害予防３原則


